
篠栗町役場上下水道課　 FAX:092-947-1127 ℡:092-947-1256

※３階建以上の集合住宅での使用開始は、直接、建物の管理会社等へお問い合わせください。

□ 使用開始（町外から篠栗町内への転入）

□ 使用中止（篠栗町内から町外への転出）

□ 使用中止及び開始（篠栗町内の転居）

（アパート名、部屋番号）

□ 口座振替 □ 納付書 □ クレジット

〒

中央一丁目○番○号

（アパート名、部屋番号） 篠栗アパートＡ棟101

〒

【事務処理欄】

フリガナ

ササグリ　タロウ

篠栗　太郎

福岡　ハナコ

フクオカ　ハナコ

代理人氏名

水道使用に関する届

届出内容

フリガナ

使用者名
947-1111

使
用
開
始

水栓所在地
 篠栗町

使用開始日 　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）

支払方法

書類受取先

住所

宛名

※新築、売買等により使用開始する場合、「所有者変更届」の提出が必要になることがあります。
※口座振替取扱金融機関：西日本シティ銀行、福岡銀行、福岡県信用組合、粕屋農協、ゆうちょ銀行
※郵送等にて口座振替のお手続きを希望される場合は、口座振替登録用紙を書類受取先に郵送します。
※納付書でのお支払いは、上記金融機関又はコンビニエンスストアにてお取扱い可能です。
※水栓所在地以外にて書類（検針票・納付書等）の受け取りを希望する場合のみ書類受取先をご記入ください。

使
用
中
止

水栓所在地
 篠栗町

使用中止日 　令和　２　年　３　月　１９　日（　木　）

転出先
転居先

812-0045
　福岡市東区東公園１－１

092-666-1111

開始
指針

メーター
番号

確認日 確認者

080-1111-1111

備　考

口座
□提出済
□後日

中
止

水栓番号
最終
調定

年　　月
□定例
□精算

中止
指針

メーター
番号

確認日

開
始

水栓番号
調定
開始

年　　月

確認者

受付印

完全に水道を使わなくなる日を記入

※遅れて届け出る場合は、最後に使用した日

※転居後に、掃除で水道を使う場合等は、その掃除の日ま


